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活 動 方 針 

 

当町の 65 歳以上の高齢者は、令和 7 年 7 月 1 日現在で 3,858 人であり、前年

より 104 人減少しております、高齢化率は前年より 0.4％上昇して 52.5％とな

り、県内では 5 番目の高さとなっています。65 歳以上の人口が前年より減少し

たものの、総人口も 247 人減少したことが高齢化率の上昇につながっており、

人口減少・高齢化が進んでおります。また、物価高が更に進み、賃金の上昇が追

いついていない状況であり、生活は苦しさを増しております。 

 

このような状況をしっかりと認識し、地域で暮らす誰もが住み慣れた地域で

いきいきと暮らせる福祉のまちづくりを目指して、一人ひとりが人として尊厳

をもって生活できるよう、そして家庭や地域のなかで障害の有無や年齢にかか

わらず、その人らしい生活ができるよう「ふれ愛・ささえ愛・たすけ愛」をキャ

ッチフレーズに事業を進めてまいります。 

 

地域支え合いの仕組みづくりを進めるため、小地域ネットワークを通じて一

人暮らしの高齢者や高齢者世帯などの支援に向けて福祉マップを充実させ、孤

立の防止や災害時の避難体制、見守り体制強化を図ります。 

 

自然災害に備え、令和 7 年度に秋田県社会福祉協議会や県内市町村社会福祉

協議会と繋がる ICT を活用したシステムを導入したほか、町とも連携・情報共

有を密に、災害発生時の初動や運営が円滑に行えるように体制を整備してまい

ります。 

 

介護保険事業については、令和 2 年度から令和 6 年度まで 5 年連続赤字決算
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が続いております。令和 7 年度につきましては、訪問介護事業は依然厳しい運

営となっておりますが、訪問看護事業は雇用形態の変更による人件費の減少で

支出が減少したほか、居宅介護支援事業に於いても利用者が増えたことにより

収入が増加しており、介護保険事業全体として改善傾向が見られます。しかし、

今後も人口減少、要介護者の減少が見込まれることから、利用者獲得、経費節減

に努めるとともに、介護事業の広域化の議論も視野に入れながら実施してまい

ります。 

 

五城目町と共同で策定しました「第二期五城目町地域福祉計画・第五期五城目

町地域福祉活動計画」は今年度が初年度となります。町との連携がこれまで以上

に強化されることとなりますので計画を確実に遂行するように努めてまいりま

す。 
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社会福祉法人五城目町社会福祉協議会 理事名簿  
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小倉町内会長 H29.6.23 

3 千 田 常 己 
事業区域における

福祉に関する実情

に通じている者 
森山地区公民館長 H29.6.23 

4 猿 田   強 
事業区域における

福祉に関する実情

に通じている者 
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社会福祉事業の経営

に関する識見を有す

る者 
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に通じている者 
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事業区域における福
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じている者 
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大川地区公民館長 R7.6.11 

 

社会福祉法人五城目町社会福祉協議会 監事名簿 

(任期 令和 7年度最初の定時評議員会から就任後 2年以内に終了する会計年度のうち、最終のも

のに関する定時評議員会の終結の時まで) 

№ 氏名 選任基準 主な役職 就任年月日 

1 舘 岡   晃 学識経験者 町農業委員 R1.6.14 

2 宮 城 正 人 学識経験者 元五城目町会計管理者 R5.6.16 
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社会福祉法人五城目町社会福祉協議会 評議員名簿 

(任期 令和 7年度最初の定時評議員会から就任後４年以内に終了する会計年度のうち、最終のも

のに関する定時評議員会の終結の時まで) 

№ 地区名 氏名 主な役職 就任年月日 

1 

五城目 

佐々木 正 人 元五城目町職員 R3.6.18 

2 近 江 ちどり 元五城目町職員 R3.6.18 

3 新 谷 研 逸 五城目町選挙管理委員長 H29.4.1 

4 

馬 川 

齊 藤   優 民生児童委員 R3.6.18 

5 小 玉 博 人 一級建築士 R3.6.18 

6 馬場目 草 皆 奈保子 民生児童委員 H29.4.1 

7 

富津内 

小 玉 俊 雄 元民生児童委員 H29.4.1 

8 伊 藤 徳 雄 
五城目町老人クラブ連合会事

務局長 
H27.6.1 

9 金 子 成 敏 元五城目町職員 H29.4.1 

10 森 山 佐々木 聖 子 
特別養護老人ホーム介護支援

専門員 
H25.6.1 

11 内 川 石 井 愛 子 内川地区公民館長 R7.6.11 
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本会に事務局のある関

係団体 

・五城目町共同募金委

員会 
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町分区 

令和 8 年度 社会福祉法人五城目町社会福祉協議会組織図 
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計 10 8 18
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基本方針 1 福祉のまちづくりに向けた協働活動の強化 

 

地域支え合い仕組みづくりを通じて町内会単位の活性化を図り、地域が持続的に活動を継

続出来る体制を整備するための取組みを実施します。 

冬期間の高齢者世帯等の生活を支援するため、除雪機や除雪用具の貸出しを実施します。

外出機会の支援のため車椅子を貸出しします。また、介護用品の貸出しを行い生活の援助を

図ります。その他、送迎車両の貸出しを実施し生活支援を図ると共に、町内会等の地域活動活

性化に寄与します。 

福祉員活動の活性化を目指して地域単位の小会議を開催し、社協会費や共同募金等を活用

した個別訪問を通して地域の見守り体制を整備します。 

小地域ネットワークを構築するため福祉マップづくりに取り組み、要援護者の災害時や緊

急時の見守り体制を強化します。 

五城目町敬老福祉の集いに参画し福祉の啓発を図ります。 

ボランティア養成研修会を開催し新たなボランティアの育成に努めます。 

災害時の情報伝達の効率化と体制強化を図るため、ICT を導入したシステムを活用します。 

 

【目 標】 

1. 地域支え合いの取組み強化 

2. 福祉の啓発 

3. ボランティア活動の促進 

4. 防災体制の強化 

 

   

 目標 1 地域支え合いの取組み強化 
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№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

1 地域支え合い仕組

みづくり 

通年 

5ヶ

所 

地域課題の解決に向け、子どもから高齢者ま

で地域住民で豊かな福祉のまちづくりを進める

ため、町内会等を指定し、その地域における実践

活動を通し、住民が主体的に取組む地域や団体

の事業に対し、1ヶ所 5万円の助成を行います。 

地域 

2 除雪機、物品、送迎

車両貸し出し 

通年 

随時 

一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、身体障

害者世帯の除雪支援を図る目的で町内会や各団

体、及び個人へ除雪機やｽﾉｰﾀﾞﾝﾌﾟ等の貸出を行

います。 

地域のサロン活動に機器の貸出しや、日常生

活や外出を支援するため車椅子の貸出し、町内

会等の郊外活動に役立てるため送迎車両の貸出

しを実施します。 

総務 

3 福祉員の活動強化 通年 

7回 

地区ごとに福祉員会議を開催し、役割認識を

再確認し、会費や募金を通じて地域の高齢者や

要援護者の見守り、声掛け等の活動を行い、地域

ネットワークの強化に努めます。 

地域 

4 福祉関係団体の育

成 

通年 

1回 

 福祉関係団体に助成し活動を支援します。 総務 

5 小地域ネットワー

ク 

通年

30 

回 

 民生委員の協力を得ながら、ひとり暮らしや

高齢者世帯のマップを作成し、地域での見守り

体制の強化を図ります。 

地域 
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№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

1 敬老福祉の集い 8.9

月 

 五城目町敬老福祉の集いに参画し福祉の啓発

に努めます。 

総務 

2 社会福祉功労者表

彰 

1回  役員 6 年以上評議員 10 年以上勤続し、その職

を辞した者並びに民生児童委員 15 年以上勤続

した者には感謝状を贈呈します。 

社会福祉事業に対し功績のあった個人や団体

を表彰し、町民全体の福祉に対する意識啓発に

努めます。 

総務 

3 学校福祉教育 通年 

1回 

五城目小学校、五城目第一中学校の児童・生徒

を対象に、社会福祉への理解と関心を高め、社会

奉仕、地域連帯の心を養うことを目的として、小

学校、中学校へ各 10 万円を助成します。 

総務 

№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

1 ボランティアの養

成、活動支援 

夏季

又は

冬季 

1回 

ボランティアの普及啓発や機運の醸成を目的

に、ボランティア研修を実施します。 

また、ボランティア連絡協議会の活動支援を

行います。 

地域 

目標 2 福祉の啓発 

目標 3 ボランティア活動の促進 
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基本方針 2 福祉サービスの推進と相談支援体制の強化 

 

高齢者や障害者が地域社会で自立した生活を送るため、住み慣れた自宅や地域で安心して

暮らすための仲間づくり、生きがいづくりを目的として、ミニデイサービス、給食サービス、

一人暮らしの訪問を実施します。 

 介護保険事業では、介護保険制度改正を常に意識し経営改善に努め、職員の資質の向上を

目指し、他事業所に劣らないサービス提供に努め、利用者に選ばれる事業所を目指します。 

 総合相談体制では、あらゆる世代の相談を受入れ、子供から高齢者まで分け隔てなく支援

出来る体制を築きます。 

 生活福祉資金貸付とたすけあい資金貸付により、低所得世帯や生活困窮者への支援を行い、

安定した生活が出来るように他機関との連携を図ります。 

 必要な世帯へ子育て支援が浸透するように広報活動に努め、妊婦期や出産後の支援を行い

ます。 

№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

1 災害ボランティア

センターの運営 

発災

時 

5月 

 発災時に迅速に運営が出来る体制を構築する

ため、五城目町総合防災訓練に合わせて訓練を

実施します。 

 大規模災害発災時にボランティアの受け入れ

を確保し、スムーズな活動へ繋げるための災害

ボランティアセンターを開設し運営します。 

地域 

2 赤十字防災等事業

への協力 

通年 地区公民館の実施する防災等事業への講師派

遣調整や助成金の交付により、地域の防災意識・

健康意識の向上を図ります。 

総務 

目標 4 防災体制の強化 
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【目 標】 

1. 高齢者、障害者の生活、生きがい支援 

2. 介護保険、医療保険、障害福祉サービスの適正な提供 

3. 低所得者世帯の更生援護 

4. 相談体制の整備 

5. 高齢者等の権利擁護 

6. 子育て支援 

 

 

 

№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

1 ひとり暮らし高齢

者訪問事業 

夏季 

1回 

支援が必要な人の早期発見を図るため、民生

委員の協力を得ながら 75 歳以上ひとり暮らし

高齢者を訪問し、見守り、声掛けをしながら状

況把握に努めます。 

地域 

2 ミニデイサービス 毎月第

3 

水曜日 

町内温泉施設を会場に、外出機会の少ない 75

歳以上のひとり暮らしを対象に、健康相談や血

圧測定、入浴、食事をしながら交流を図り、生

きがいづくり、健康保持に努めます。 

地域 

3 おむつ費用助成 通年 

随時 

 概ね 65 歳以上の在宅におけるねたきり老人

等で、おむつを使用している方を介護している

方の生活の安定と福祉の増進を図るため、購入

費の３分の１（月額 2,000円を限度）を助成し

ます。 

総務 

4 給食サービス 通年 

週 2回 

概ね 65 歳以上のひとり暮らしや高齢者のみ

の世帯、身体障害者のみの世帯など、調理の困

地域 

目標 1 高齢者、障害者の生活、生きがい支援 
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№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

難な世帯に毎週月曜日と木曜日に弁当を配達

し、食生活の支援や安否確認を行います。 

5 ふれあいサロン 月 1回  五城館を会場に誰でも自由に参加、交流でき

る集いの場を提供します。 

地域 

6 屋内ゲートボール

場の運営 

通年  町民の健康増進のため一年を通して幅広い

世代から利用されるよう管理運営に努めます。 

総務 

 

 

 

 

№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

1 居宅介護支援 通年 

随時 

住み慣れた地域や自宅において、利用者の自

立を第一に、ニーズの把握とケアプランに基づ

いたサービスの支援を適切に行います。 

ケアプランに基づいて、適切な居宅サービス

の提供が確保されるよう関係機関(サービス事

業所、主治医、民生委員、近隣住民等)との連携

連絡調整を図ります。 

個別支援を通じて地域の特性や課題の把握に

努めます。 

居宅支援の相談、苦情に対し、迅速に対応し

ます。 

利用者の獲得に努力し、財源の維持に努める

ため、地域包括支援センター、病院連携室、民

生委員等との連携を図ります。 

職員の資質、及び専門性の向上に努めます。 

居宅 

2 訪問介護 通年 住み慣れた地域で安心して暮し続けたいとい 介護 

目標 2 介護保険、医療保険、障害福祉サービスの適正な提供 
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№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

随時 う気持ちに寄り添い、日常的に介護を要する利

用者の生活を支え、その家族や介護者を支援し、

自立支援を目的としたサービスを提供します。 

地域との結びつきを重視すると共に、利用者

の獲得に努力し、財源の維持に努めるため、居

宅介護支援事業所、行政、保健、医療、福祉関

係機関との積極的な連携を図ります。 

職員の資質、専門性の向上のため、知識、技

術の自己研鑽に努め、資格取得等キャリアアッ

プの支援を行います。 

3 障害者総合支援 通年 

随時 

住み慣れた地域で安心して暮しつづけたいと

いう気持ちに寄り添い、日常的に介護を要する

障害者（児）の生活を支え、その家族や介護者

を支援し、自立支援を目的としたサービスを提

供します。 

地域との結びつきを重視し、相談支援事業

所、行政、保健、医療、福祉関係機関と積極的

な連携を図り、総合的なサービス提供に努めま

す。 

職員の資質、専門性の向上のため知識・技術

の自己研鑽に努めます。 

介護 

4 輸送サービス 通年 

随時 

公共交通での通院困難な要介護者や障害者

を対象に、送迎を行うことで日常生活の利便

性向上を図ります。 

安全運転を心がけ、定期的に適性診断を受講

し、事故防止に努めます。 

介護 

5 障がい者移動支援 通年 

随時 

自立した日常生活と社会生活を営むことがで

きるよう、外出時における移動中の介護を適切

介護 
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№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

かつ効果的に行います。 

 地域や家庭との結びつきを重視し、関係行政

機関、他の障害福祉サービス事業者、保健、医

療、福祉関係機関と積極的な連携を図り、総合

的なサービスの提供に努めます。 

6 訪問看護 通年 

随時 

 病状や療養生活に対し、専門家の視点から的

確なケアとアドバイスを行い、自立した生活が

送れるよう支援します。 

小児から高齢者まで年齢に関係なく精神訪問

看護にも対応します。 

医療機関（主治医、医療連携室）をはじめ、

居宅介護支援事業所や包括支援センター等の行

政機関との連携強化を図ります。 

苦情、相談を真摯に受け止め、迅速な対応、

事故防止に努めます。 

専門的研修を計画的に受講し、職員の資質や

専門性の向上に努めます。 

看護 

 

 

 

№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

1 生活福祉資金貸付 通年 

随時 

金融機関や公的貸付からは借入が困難な低所

得世帯、障害者世帯、療養または介護を要する

高齢者世帯に、経済的自立と安定した生活を送

れるよう資金の貸し付けを行います。 

必要な資金が行き届くように制度のＰＲに

努めます。 

総務 

目標 3 低所得者世帯の更生援護 



16 

 

№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

2 たすけあい資金貸

付 

通年 

随時 

低所得で、ひとり親、身体障害者、または生

活保護受給者などに、更生援護を目的として資

金の貸し付けを行います。 

無理のない償還が可能となるよう適正な金

額を貸付し、償還指導を実施するなど自立の促

進に努めます。 

総務 

 

 

 

 

№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

1 福祉サービスの苦

情対策 

通年 

随時 

福祉サービスに係る利用者の苦情について、

第三者委員を通じて、円滑な解決の促進を図り

ます。 

総務 

2 健康相談 通年 

月 1回 

 朝市健康相談や五城館サロン、ミニデイサー

ビス等での健康相談を通して、社会貢献と訪問

看護をアピールし啓蒙活動に努めます。 

また、支援が必要な場合は、医療や介護等の

関係機関へ繋げます。 

看護 

3 総合相談体制整備

（心配ごと相談所） 

通年 

随時 

 社会福祉法 2 条第 3 項（1）号の規定する生

計困難者に対して、その住居で衣食、その他日

常の生活必需品、若しくはこれに要する金銭を

与え、又は生活に関する相談に応ずる事業を始

めとして、町民が気軽に相談出来る総合相談窓

口を設置し相談対応を行います。 

総務 

 

  

目標 4 相談体制の整備 



17 

 

 

 

 

№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

1 日常生活自立支援

事業 

通年  判断能力が不十分な方が、地域において自立

した生活が送れるよう専門員と生活支援員が

日常的な金銭管理や書類等の預かり支援を行

います。 

 また、事業の周知と新たなニーズの把握に努

めます。 

地域 

2 成年後見制度利用

促進 

通年 日常生活自立支援事業からの移行が必要と

認められる方に対して、関係機関と連携しスム

ーズな移行に努めます。 

地域 

 

 

 

 

№ 実施項目 
時期 

回数等 
事業の目的・方向・考え方 担当 

1 子育て世帯支援 通年 

随時 

 妊婦期から産後 1年未満の間、日中、近くに

支援をしてくれる人がいない家庭に対して、生

活の負担軽減を図るため家事支援を行います。 

 また、町健康福祉課にリーフレットを配架し

広報活動に努めます。 

総務 

 

  

目標 5 高齢者等の権利擁護 

目標 6 子育て支援 
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基本方針 3 経営基盤、組織の強化 

 

 理事会、評議員会を定期的に開催し、経営上の問題、経営基盤の強化を協議し運営に努めま

す。 

安定した基盤づくりのために運営財源の確保として、町の補助金、新たな受託事業の拡充

に努めると共に、一般会員、賛助会員の拡大を図るため、町内会の理解を得られるよう啓発に

努め役職員一丸となり努力します。 

社会福祉基金の保有率 20％を目標として、適正な基金運用管理に努めます。 

 職員の意識改革を促し、適時適期に事業を遂行する意識改革をし、無理無駄を排除し業務

改善を図ります。 

 また、福祉課題の共有や早期解決を図るため、行政機関や関係機関、団体との随時な協議を

行い、新たな制度への取り組みを促進します。 

 職員の防災意識を高めるため、事業継続計画を基本とし避難訓練を実施します。 

 定期的に広報を発行し、誰がみても見やすい簡素な紙面づくりに努めます。ホームページ

を随時更新し常に新しい情報提供に努め、事業の宣伝や報告を行い町民への情報伝達を行い

ます。 

 

【目 標】 

1. 法人運営の基盤強化と財源確保 

2. 適正な運営と職員資質向上 

3. 広報活動の充実 

 

  



19 

 

 

 

№ 実施項目 時期 

回数等 

事業の目的・方向・考え方 担当 

1 会員の拡大による

会費増収 

7月 

1回 

 会員及び会費の拡大を図るため、アパート、マ

ンションへの働きかけと町民への啓発活動を積

極的に進め、会費の増収を目指します。 

総務 

2 共同募金委員会へ

の協力 

10月 

1回 

10 月に行われる募金運動の収受事務や、五城

目町共同募金委員会を運営し、共同募金の普及啓

発を図ります。 

総務 

3 赤十字会費への協

力 

5月  5 月に行われる会員募集運動や災害義援金の

収受事務、防災事業等の実施支援により、赤十字

の普及啓発を図ります。 

総務 

4 社会福祉基金運用

管理 

通年 

随時 

計画性や緊急性を考慮し、社会福祉基金の良好

な運用と適正な管理を図り、組織の強化と事業継

続の強化に努めます。 

総務 

 

 

 

№ 実施項目 時期 

回数等 

事業の目的・方向・考え方 担当 

1 理事会、評議員会、

委員会の適正開催 

3.5.6.

月、 

年 2回

以上 

 適時適切に理事会、評議員会を開催し、経営上

の重要事項等を協議し安定的な経営に努力しま

す。 

総務 

2 行政機関との協議 通年 

随時 

町や関係機関等と適時、課題等を協議し、行政

情報の把握と共通認識を形成し事業を推進しま

す。 

総務 

3 職員研修の受講 通年 

随時 

 職員の職場内研修の実施や、職場外研修の積極

的な受講を促し事業実施に活かすと共に、専門的

な知識、技能と豊かな人間性を持った人材の育成

を図ります。 

総務 

目標 1 法人運営の基盤強化と財源確保 

目標 2 適正な運営と職員資質向上 
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№ 実施項目 時期 

回数等 

事業の目的・方向・考え方 担当 

4 役職員研修 通年 

1回 

社会情勢の変革、福祉制度、介護保険制度の改

正や福祉活動等の課題、運営、経営等について、

役職員の共通認識を図りながら、強化に向けた研

修を実施します。 

総務 

5 避難訓練の実施 2回 入居施設（ケアセンター）の火災発災を想定し、

消防署立会いのもと職員の避難訓練、消火訓練を

行い防火意識向上に努めます。 

総務 

6 救急救命講習 必要

時 

職員とボランティアを対象に、消防署を講師と

して緊急時の対応知識習得のため救急救命講習

を開催します。 

総務 

 

 

 

№ 実施項目 時期 

回数等 

事業の目的・方向・考え方 担当 

1 社協だよりの発行 

 

通年 

年 4

回 

地域活動や事業の実施状況など、町民に分か

りやすい紙面づくりに努め、的確な情報発信を

行います。 

総務 

2 ホームページ配信 通年 

随時 

 常に最新の情報を掲載するように努め、町民

への情報発信、情報提供を行います。 

総務 

 

  

目標 3 広報活動の充実 
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社会福祉法人五城目町社会福祉協議会 
 

〒018-1725 

秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目一丁目 6番地 10 

五城目町保健介護支援センター内 

電話 018-852-5192 

FAX   018-879-8367 

mail: gsha4649@gmail.com 

ホームページ：https://fu-gojome-sha.jp/ 


